
認定看護師・特定行為研修等支援事業補助金交付要綱（沖縄県地域医療介護総合確保基金事業） 

 

令和元年８月１日制定 

改正 令和６年６月 28 日 
改正 令和７年３月 27日 

（最終改正）令和８年３月 31日 

（通則） 

第１条 知事は、認定看護師及び特定行為研修修了看護師並びにアドバンス助産師（以下「認定看護師

等」という。）の育成を図るため、認定看護師等の育成等に関する事業を行う者に対し、予算の範囲

内で補助金を交付するものとし、沖縄県補助金等の交付に関する規則（昭和 47 年沖縄県規則第 102

号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 
（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 
 ⑴ 病院等 看護師等の人材確保の推進に関する法律（平成４年法律第 86 号）第２条第２項に規定す

る病院等をいう。 
 ⑵ 認定看護師教育課程 認定看護師の育成を目的とした次の教育機関における認定看護分野ごとの認

定看護師教育課程をいう。 
  ア 公益社団法人日本看護協会が、日本看護協会認定看護師規程第 11 条の規定に基づき認定した認

定看護師教育機関 
  イ 一般社団法人日本精神科看護協会が、日本精神科看護協会精神科認定看護師制度設置規則第６条

の規定に基づいて選定した精神科認定看護師教育機関 
 ⑶ 特定行為研修 保健師助産師看護師法第 37 条の２第２項第５号に規定する指定研修機関による研

修をいう。 
 ⑷ 特定行為研修指導者講習会 厚生労働省より看護師の特定行為に係る指導者育成事業の実施団体と

して選定を受けた団体が実施する特定行為研修に必要な指導方法等に関する講習会をいう。 
⑸ アドバンス助産師認証 一般財団法人日本助産評価機構が助産師について、助産実践能力習熟段階レベ

ルⅢに達していることを評価し認証するもの。 

⑹ 離島 沖縄県の島しょ中、沖縄本島以外の島をいう。ただし、沖縄本島と埋め立て、海中道路又は

架橋により連結された島しょについては沖縄本島に含める。 
（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助金の交付の対象となる者

（以下「補助対象者」という。）、補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるものとす

る。 
（補助対象期間） 

第４条 補助対象となる期間は、別表に定める補助事業（県内の認定看護師教育課程の開講事業（以下

「認定看護師の開講事業」という。）及びアドバンス助産師認証取得支援事業を除く。）で派遣する

認定看護師教育課程、特定行為研修及び特定行為研修指導者講習会（以下「研修等」という。）の開

講から終了までの期間とし、研修等の終了日が属する年度を当該補助事業の所属年度とする。 
２ 認定看護師の開講事業については、原則、準備期間と開講から終了までの期間（以下「開講期間」と

いう。）を同一の会計年度とする。ただし、準備期間を、開講期間の前年度又は前々年度から設ける必

要があり、知事が認めた場合に限り、開講期間の前年度又は前々年度を準備期間の補助対象期間とする

ことができるものとする。 
３ アドバンス助産師認証取得支援事業については、新規、更新及び再認証それぞれの申請要件のうち

「必須研修」及び「学術集会参加」の有効期間を補助対象期間とし、認証の申請日が属する年度を当該

補助事業の所属年度とする。 
（補助額の算出方法） 

第５条 補助金の交付額は、次により算出された額の合計額とする。ただし、別表に定める補助事業の各

区分ごとに算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 ⑴ 別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

 ⑵ ⑴により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の



額に別表に定める補助率を乗じて得た額を交付算定基礎額とする。 
（届出） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（認定看護師の開講事業及びアドバンス助産師認証

取得支援事業の補助金の交付を受けようとする補助対象者を除く。）は、研修等の開講日が属する

年度の知事が定める日までに、認定看護師の開講事業の補助金の交付を受けようとする補助対象者

は、各事業年度の知事が定める日までに、アドバンス助産師認証取得支援事業については、認証の

申請日が属する年度の知事が定める日までに、実施計画書（様式１）を知事に届け出なければなら

ない。 

（補助金の交付申請）  

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、知事が別に定める日までに、交付申請書（様式

２）に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。 
（交付の条件） 

第８条 この補助金の交付の決定は、次に掲げる条件を付すものとする。 

⑴ 補助事業の内容を変更しようとする場合は、速やかに知事の承認を受けなければならない。 

⑵ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに知事の承認を受けなければならない。 

⑶ 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

 ⑷ 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業に係る収入及び支出を明ら

かにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかな

ければならない。 

 ⑸ 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税額の確定に伴う報告書（様式３）により速

やかに知事に報告しなければならない。 

     なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自

ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告

を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。 

 ⑹ 前号の報告があった場合には、知事は当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の全部又は一部

を県に納付させることがある。 
（変更の承認） 

第９条 前条第１号及び第２号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合は、補助金変更承認申請

書（様式４）に別に定める書類を添えて、又は事業中止（廃止）承認申請書（様式５）に中止、廃止

の理由を記載した書類を添付して知事に提出するものとし、この提出は毎年度２月末日を最終期限と

する。 

（申請の取下げ） 

第 10 条 補助事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、当該補助金の交付決定の通知

を受けた日から起算して 10 日以内に、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 
（状況報告） 

第 11 条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、事業遂行状況報告

書（様式６）により知事に報告するものとする。 
（実績報告） 

第 12 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、

補助金の交付決定のあった年度の３月 31 日までに、事業実績報告書（様式７）及び関係書類を知事に

提出しなければならない。 

（その他） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
 
 
 
 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年８月１日から施行し、令和元年度予算から適用する。 
（経過措置） 

２ 平成 30 年度中に着手し、かつ令和元年度において継続している補助事業（認定看護師の開講事業を

除く。）に係る第６条の届出については、施行日から 10 日以内に届け出なければならないものとする。 

 （施行期日） 

３ この要綱は、令和６年６月 28 日から施行する。 

 （施行期日） 

４ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （施行期日） 

５ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



別表（第３条関係） 

 
補助事業 

 
補助対象者 

 
補助基準額 

 
補助対象経費 

 
補助率 

 
認定看護師教育課程
への派遣事業 
 
 所属看護職員に認
定看護師の資格を取
得させることを目的
に、当該職員を認定
看護師教育課程に派
遣し、修了させるた
めにその費用の全部
又は一部を負担する
事業 
 

 
看護師等の人材確
保の促進に関する
法律第２条第２項
に規定する県内病
院等 
 
 
 
 
 
 
 

 
次のア及びイの合計額
とする。 
 
ア 認定看護師教育課
程及び特定行為研修
の受講費として派遣
職 員  １ 人 あ た り 
700 千円 

 
イ 代替看護職員人件
費として派遣職員１
人あたり  1,328 千
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
次のア及びイに掲げる
経費 
 
ア 認定看護師教育課
程及び特定行為研修
の受講費（入学料、
授業料、実習費等） 

 
イ 代替看護職員人件
費（給与、賃金、報
酬、諸手当、法定福
利費等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 分 の
１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
特定行為研修への派
遣事業 
 
 看護師の特定行為
研修修了者を育成す
ることを目的に、所
属看護職員を特定行
為研修に派遣し、修
了させるためにその
費用の全部又は一部
を負担する事業 
 

 
看護師等の人材確
保の促進に関する
法律第２条第２項
に規定する県内病
院等 
 
 
 
 
 
 

 
県外の特定行為研修
指導者講習会への派
遣事業 
 
 所属する医療関係
職員に特定行為研修
指導者講習会を受講
さ せ る こ と を 目 的
に、当該職員を県外
の特定行為研修指導
者講習会に派遣し、
修了させるためにそ
の費用の全部又は一
部を負担する事業 
 

 
看護師等の人材確
保の促進に関する
法律第２条第２項
に規定する県内病
院等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
派遣職員１人あたり  
100 千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
特定行為指導者講習会
受講に要する旅費（航
空運賃、宿泊料等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
県内の認定看護師教
育 課 程 の 開 講 事 業
（認定看護師の開講
事業） 
 
 県内で実施する認
定看護師教育課程の
開講に係る事業（準

 
公益社団法人沖縄
県看護協会 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
知事が必要と定めた額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
認定看護師教育課程の
開講に必要な次のア～
キに掲げる経費 
 
ア 人件費（給料、賃
金、報酬、諸手当、
法定福利費、出向負
担金等） 



備期間を含む） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
イ 報償費 
 
ウ 旅費 
 
エ  需用費（消耗品
費、図書購入費、印
刷 製 本 費 、 会 議 費
等） 

 
オ 役務費（通信運搬
費、手数料等） 

 
カ 使用料及び賃借料 
 
 

 
 
 
 
 

 
アドバンス助産師認

証取得支援事業 
 
 所属助産師にアド

バンス助産師認証を

取得（新規・更新・

再認証）させること

を目的にその費用の

全部または一部を負

担する事業 

 

看護師等の人材確

保の促進に関する

法律第２条第２項

に規定する県内病

院等 

 

アドバンス助産師認証

取得（新規・更新・再

認証）１人あたり 

120 千円 

 

アドバンス助産師認証

取得（新規・更新・再

認証）に要する次の経

費 

・申請料うち審査料

（会費は除く） 

・研修受講料 

・学術集会参加費・負

担金（旅費は含まな

い） 
 


